
和歌山県こどもの体験活動事業補助金の概要

和歌山県共生社会推進部
こども家庭局こども未来課
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こどもの体験活動事業補助金の趣旨

➢ 県内の全てのこどもに対し、様々な学びや、社会で生き抜く力を得
るための糧となる多様な体験活動や多世代、地域住民との交流の機
会を創出することで、本県の将来を担うこどもたちが健やかに成長
し、その能力と可能性を高めるとともに、地域でこども・若者を育
成する力の向上を図り、将来、社会に出て地域で活躍できるこども
の育成を推進することを目的に、こどもの体験活動事業に対して補
助金を交付します。

➢ 補助率 ２分の１以内

➢ 補助上限額 15万円



○補助対象事業者について

和歌山県内に居住・所在する団体、企業等であって、次に該当するものが対象です。

（１）こどもの体験活動の振興やこどもの育成を主目的として活動していること

（２）定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約等を有していること

（３）代表者が明らかになっていること

（４）団体固有の預金通帳を有することその他団体の財産管理が明確になっていること

（５）継続的に活動している又は今後継続的に活動する２名以上の団体等であること

（６）暴力団、暴力団員が役員となっている団体等、暴力団又は暴力団と密接な関係を

有する団体等ではないこと
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補助対象となる事業者
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補助対象となる事業

以下の要件を満たす事業が対象です。

（１）こども向け体験・交流活動を実施すること。

（２）参加対象者は、和歌山県内に居住する 18 歳未満のこどもを主とし、１回の実施につき、18 歳未満

のこども複数名の利用が見込まれること。

（３）新規の事業であること。

（４）利用者から徴収する利用料は、無料又は材料費などの実費相当額であること。

（５）アンケート等を実施し事業実施結果の振り返りを行うこと。

（６）安全に十分配慮すること。

（７）一過性に終わらず継続的な地域活動を目指すこと。

（８）提出する活動写真は県の広報等でも活用予定であるため、参加者には事前に撮影・掲載許可を得て

いること。

○補助対象事業について

（注）以下の活動は対象外です。

（１）営利を目的とする活動
（２）宗教的又は政治的宣伝意図を有している活動
（３）国費又は他の県費助成金等を得ている活動



➢ 提出された申請書等に基づき、審査を行い、予算の範囲内において、

 事業を採択します。

➢ 必要に応じて、追加資料の提出や聞き取りを求める場合があります。

➢ 審査後、採択・不採択の通知をします。

➢ 申請すれば必ず採択されるとは限りません。
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補助対象者の決定方法



募集開始

相談

計画書提出

募集締切

審査
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交付決定通知 令和８年６月中旬

令和８年５月１日～

～令和８年５月15日

事業開始

事業終了

実績報告 ※事業終了後、１か月以内

令和８年度 事業スケジュール
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補助対象経費

①謝金等
②旅費
③消耗品費（取得価格５万円未満のものとし、５万円以上の物品は補助対象外とする）

④印刷費
⑤広告費
⑥通信運搬費
⑦保険料
⑧委託費（事業全体の３割以内）

⑨使用料、賃借料
⑩その他、事業実施に必要な経費と認められるもの

（注）以下の経費は対象外です。

①記念品代やお土産代等の交際費
②接待や交流会などの飲食費（参加者に対する軽微な飲食費は除く）

③組織運営のための実施団体の構成員の人件費
④領収書等金額が確認できない経費
⑤その他、補助対象経費として不適切と判断されるもの
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交付申請書作成時の注意事項

貧困、虐待、不登校、障害・医療的ケア、非行、
ヤングケアラーなどの状況をご記入ください

参加対象の「こども」についてご記入ください

（例）
【スケジュール】
9:30 ○○に集合
10:00 内容、スケジュールの説明
10:15 出発
11:30 ○○キャンプ場に到着
11:45 食事作り体験
12:30 昼食
13:30 ○○体験
15:00 出発
16:30 ○○に到着、解散

【内容】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



交付申請書作成時の注意事項

自治会やこども会等、活動実施のために連携
する団体をご記入ください
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交付申請書作成時の注意事項

（例） 代表理事 ○○ ○○
役職の記入漏れにご注意ください

上限は150,000円

（例） 寄附金 20,000

合計金額を記入

（例） スタッフ謝金 20,000円×3人 60,000

10,000

（例） 会場使用料 30,000

100,000

50,000

50,000

30,000

100,000

100,000

金額が一致することを
確認してください

10



〈事業費・事業内容の変更等〉

○事業は、交付申請時の事業計画のとおりに実施してください。

○事業内容を変更する場合は、必ず事前に相談してください。

○以下の場合、事前に申請を行い、承認を受ける必要があります。

① 補助対象事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）しようとする場合

② 補助対象事業に要する経費の配分の変更（当該事業費の額の 30 パーセ

ント以下の増減を除く。）をしようとする場合

③ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
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事業開始

事業実施

事業完了

事業開始後の注意事項
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事業開始

事業実施

事業完了

〈概算払請求〉

○事業の効果的な実施を図るため、やむを得ない事情により補助金交付決定前に

事業に着手しようとする場合、概算払（前払）請求が可能です。

○申請時にご相談ください。

〈事業実施状況の確認〉

○事業実施期間中に実施状況を確認するため、現地調査や書類等の審査を行うこ

とがあります。

事業開始後の注意事項



・事業完了後、実績報告書を提出してください。
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事業開始

事業実施

事業完了

〈事業完了時の書類の提出〉

〈補助金の支払い（精算払）〉

・補助事業終了後、実績報告書の内容を審査した後、補助金

をお支払いします。

◇事業開始後の流れ
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実績報告書作成時の注意事項

事業計画書に記入した内容に対応する結果を
ご記入ください。
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実績報告書作成時の注意事項

交付決定額を記入

（例） 寄附金 20,000

合計金額を記入

（例） スタッフ謝金 20,000円×3人 60,000

10,000

（例） 会場使用料 30,000

100,000

50,000

50,000

30,000

100,000

100,000

金額が一致することを
確認してください

概算払済額がある場合は記入



交付決定前の事前着手は認められません。

◇よくあるご質問(Q&A)
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交付決定前に実施した経費は対象となりますか。Ｑ１

Ａ１



補助事業終了後、実績を確認した後にお支払いするのが原

則です。

ただし、補助金の交付の目的を達成するため必要があると

認められる時は、概算払（前払）の請求をすることができます。

補助金はいつ入金されますか。Ｑ２

Ａ２

◇よくあるご質問(Q&A)
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集客を目的として配布されるお土産等、事業内容と関係のないもの

に充当される経費は補助金の交付対象とはなりません。

補助金の交付の対象とならない記念品代やお土産代等の交際費とは、

どのような経費ですか。
Ｑ３

Ａ３

◇よくあるご質問(Q&A)
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単なる食事の提供のためにかかる飲食費は、補助金の交付の

対象とはなりません。ただし、体験・交流活動を目的として、

食材を用いて料理を行うためにかかる飲食費は補助対象となり

ます。

補助金の交付の対象とならない接待や交流会などの飲食費とは、

どのような経費ですか。
Ｑ４

Ａ４

◇よくあるご質問(Q&A)
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補助金の当初の交付決定の目的・内容の変更を伴わない範囲での

変更です。

軽微な変更に当たるかどうかの判断が困難な場合は、必ず事前に

ご相談ください。

要綱第９における、あらかじめ知事の承認が不要な「軽微な変更」

とは、どのようなものですか。
Ｑ５

Ａ５

◇よくあるご質問(Q&A)
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